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笫
十
六
怨

(

一〇〇六

〕

雒

錄

，
餺四

3S
K

於ける

I

ヒ
宣
言
し
九
月
の
全
露
紡
'織
エ
大
會
は『

權
カ
獲
得
の 

'.

鬪
爭
に
於
て
は
全
然S

o
v
i
e
t
s

を

拨

何

ん

\£
«

:

れ
ば
唯
斯
か
る
力
の
み
が
國
家
を
經
濟
的
並
に
政
治
的 

破
滅
か
ら
救
ひ
又
勞
働
階
級
の
地
位
を
改
善
し
得
る
か 

ら
で
あ
る』

^

約
し
た
。

，
1

 

勞
働
爭
議
が
激
烈
に
な
る
k

從
ひ
益
々
勞
働
組
合
を 

驅
り
て
犮
製
に
赴
か
し
め
、
九
月
の
ベ
テ
ロ
ダ
ラ
ー
ド 

の
民
生
會
議(

u
e
m
o
c
r
a
t

o-c
o
n
v
e
n
t
b
n
)

に
於
て
ば
百 

八
十
九
萬
三
千
百
名
：の
勞
働
者
を
代
：表
す
る
勞
働
組
合 

代
表
者
の
九
割
は
提
携
に
反
對
じ
、
：そ
の
七
割
はB

o
l

丨
 

s
h
e
v
i
s
t

黛
に
«

し
て
居
れ
。「

九
月
十
月
は
兩
階
級
の
激 

€*
の
中
に
經
過
し
勞
働
者
は
彼
等
の
決
議
を
赤
衛
軍
の 

力
に
ょ
.つ
て
强
制
的
に
實
施
し
？
皮
革H

組
合
ビ
皮
举 

製
造
者
聯
盟
ど
の
#

議
の
如
き
は
終
に
避
主
がH

場
か 

ら
追
は：

れ
X

場
委
員
の
占
有
す
る
所V」

な
つ
た
。

十
：：：：

五
.日
十
三
®

八
千
名
の
勞
働
者
を
代
表
す
る
モ： 

ス
コ
オ
地
方
金
膦H

會
議
は
..

『

經
濟
政
策
の
跋
礎
に
根

働
紙
合
遯
前
. 

第
七
號 

一一

八
‘

本
的
變
更
を
加
へ
る
爲
め
の
熱
心
な
運
動
"

即
ち
1

 

の
シ
ン
デ
ヶ
I

ト
組
織
の
石
油
、
石
炭
碰
糖
並
に
金
爝 

土
業
0

國
有
、
運
輸
機
關
ビ
銀
行
の
國
有
、
を
要
求
し
.
 

K

に
.『

各
地
方
に
於
.て
最
も
速
か
に
產
業
の
勞
働
管
理 

の
實
現
に
着
手
す
る
事』

を
激
雜
し
た
。
十
月
九
日
モ 

ス
コ
ォ
地
方
の
ニ
十
萬
人
の
妨
織
エ
を
代
表
す
る
西
名
.
 

の
代
表
者
はS

o
v
i
e
t
s

を
擁
讓
す
る
事
を
約
し
、
M

丰 

等
の
デ
ボ
タ
丨
デ
並
に
假
政
浒
の
本
信
行
爲
に
對
し
斷 

乎
た
る
行
動
に
出
る
事
を
3

§

o*
t

s
に
促
し
た
。
事
態 

:

は
一
層
複
雜
ど
な
6

諸
方
に
地
方
的
の
擺H

が
起
つ
た 

:
:

が
何
事
も
な
か
つ
た
。
巧
妙
な
歷
主
及
び
其
则
體
は
勞 

' 

'働
者
を
別
々
に
打
破
す
る
爲
め
却
つ
て
小
罷
丁
¥

煽
動
.
 

し
た
の
で
あ
つ
た
。
併
し
十
月
革
命
0

成
功
ず
る
や
政 

治
上
經
濟
上
の
全
權
は
無
產
階
級
の
掌
振
す
る
所
€
な 

〃
資
本
主
義
時
代
の
一
切
の
關
係
は
破
壤
3

れ
勞
働
組 

合
は
勞
働
政
府
の
一
部
門
ハ
#

g
®

共
產
黨
第
九
囘
大
I
 

會
決
議
^

な
つ
た)
。

:

中

華

民

國

財

政

の

整

理

' .(

上
r

:

胡

:

己
: :

任

:.
-

ヽ
第
一
章
我
國
財
政
の
槪
况

第
一
節
' 

前
淸
財
政
の
槪
略
'

中
華
，民
國
の
財
政
を
»1
:
^

し

，、

又
は
徹
底
的
救
濟
策 

を
講
せ
ん
ビ
欲
せ
ば
、
須
く
民
國
元
年
以
來
の
財
政
0 

一
斑
を
述
べ
、
以
て
其
紊
亂
0

原

因

何

す

る

か

:
 

を
明
に
せ
ざ
る
可
か
ら
ず
、.
但
し
中
華
民
國
の
財
政
.は 

前
淸
財
政
の
棄
亂
を
承
け
.て
、
今
日
.に
至
る
も
の
に
し 

て
、
若
し
前
淸
の
財
政
の
狀
況
を
知
ら
：ざ
れ
ば
、
中
華 

民
國
の
財
政
を
論
す
る
は
、
架
空
に
流
る
、
處
ぁ
り
、. 

茲
に
於
て
、
先
づ
前
淸
の
財
政
の
槪
略
を
述
ぶ
べ
し
。

い
前
淸
の
財
政
は
、
左
の
五
期
に
分
つ
を
得
べ
し
。
‘

パ
第
一
、
窩
裕
期
、
滿
淸
入
關(

b

ハ
叫
四)

又

り

嘉

慶!:
至

ろ

迄 

第
二
、
：缺
2.
期
、萬
酸
i
り
同
治
.初
年
迄
. 

.

鉻
十
六
卷(

1

0
0

七

0

雜

錄中
華
民
阈
財
政
：

第三
、
，
中興
期、
同治
初蜞
ムり
中日
戦

#
|:
茧
5
迄

 

第四
、紊
亂期
、中
日睐
爭

i
り園
匪弗
變

(
一

九〇
〇

)

に至る
造

:;

七年
間

 

.

.

.
第
it
、
：大
紊
E
期
、
卿
睦
蠢
ふ

.”業

.1
九i 

5
1:
至
る
迄
十
..

ド
.
：.1

年間

-

:
.

」

:

:

:

;

.

今
次
を
逐
ふ
て
其
の
槪
略
を
述
ぶ
べ
し
。

:
P
第
：

T

 

:
富
裕
期
、
滿
淸
入
關
ょ
ぅ
嘉
慶
に
至
る
海
ー 

:

-

:

1、
順
治
時
代
の
財
政
：

:

一
、'
民
力
の
寬
恤
我
國
は
、:
歷
來
課
桃
の
輕
重
を
，

:

以
て
、
君
主
の
仁
暴
を
定
む
る
標
準
ど
爲
す
、
淸
朝
は 

人
心
收
欖
の
爲
め
、，
入
關
以
來
、
粗
稅
を
徵
收
す
る
に 

一
に
前
代
の
舊
法
に
ょ
6

敢
へ
て
增
徵
せ
ざ
る
の
み
な 

ら
ず
、前
代
に
行
は
る
、
種
々
な
る
附
加
稅
を
廢
除
し
、
.
 

橫
征
暴
歛
及
び
中
飽
の
弊
を
嚴
禁
し
、
：以
て
段
カ
を
寬 

恤
せ
んV

J

せ
り
。

'

-*
: -

經
費
の
節
約
冗
官
を
裁
汰
し
、
比
較
的
に
不 

必
要
な
る
行
政
機
關
を
徹
廢
し
、
以
て
經
費
を
減
縮
せ 

ん
^

せ
办
0

整
理
.

第七號ご九



第

十

六

潘

(

5

0
八r

:

雜
.

錄

.：
中
華
民
^
財
政
の
整
理

第
七
虢

1

ニ
〇

三
、
歲

入

の

膽

理

粗

稅

制

度

及

び

徵

收

方

法

を

改 

J5
1
し

、
以
て
歳
入
を
整
理
せ
ん
^
せ
t
 

’へ
其
時
代
の
歲
計
は
左
の
如
し
。 

.

.:
^

治
七
¥
以

前

の

錄

許

'

::

哉

入

錢

糨

ー

四

"
八
玉
九
、0
〇
0
雨

：

蕺
,

:出 

ー
五
、七
三
四
、〇
〇
〇
兩

'

順
治
十
七
苹
の
歲
入
. 

:

也
•
ド
銀
一
一
五
、六六四、一三三兩
 

1L
T

米、
®

六
、
〇
ー
七
、
六
七
九
石
：
：

鹽

課

.
銀

ニ

、七一六、八：ニハ

;

:

:

歲
出
に
於
て
軍
费
は
：其
大
部
分
を
占
め
た
6

、
蓋し 

當
時
天
下

未
だ
統
一
に
歸
せ
ぎ
れ
ば

な
り
。
'
:

h
 

:
■,
ニ
、
康
熙
時
代
の
财
政
:::

「

。 

康
熙
の
初
に
當
り

、

天
下
稍
々
鎭
靜
に
歸
し

、
歲
計 

:

は
順
治
時
代
ビ
異
な
ら
ざ
る
も
7
康
熙
十
四
年
、
三
藩
，
 

の
軍
命
起
，b
.、
歲
入
減
少
す
る
に
歲
出
は
軍
費
の
爲
め 

に
大
：に
增
加
せ
り
、
三
薇
の
革
命
平
靜
に
歸
す
る
や
、
 

歲
入
漸
く
增
加
す
る
に
至
り
、
民
力
を
寬
恤
す
る
fi
;
め 

に
、
祖
税
を
輕
減
し
"
又
或
年
度
に
於
て
全
免
せ
り
"

，
又
'

j

方
に
於
て
、
行
政
費
、
軍
费
殊
に
皇
室
經
费
を
節 

約
し
中
飽
の
弊
を
杜
絕
し
，

1

方
に
.於
て

懇

殖

を

獎

腳 

し
、
農
業
を
盛
ん
な
ら
し
め
fc

り
、
是
れ
戰
役
旗
々
興 

，る
も
、
庫
藏
尙
盈
餘
あ
る
所
以
な
り(

康
熙
末
緙
庫
藏 

の
盈
餘
約
八
百
萬
兩
あ
6)

：

:::

康
熙
六
十
年
度
の
歲
入
左
の
如
し
。

,

鹽 地  

課 T

扱

ゴ

八

、
七
九
o
、〇
〇
〇
削 

来
、麥

六

、九
〇
〇
、〇
Q
〇
石

三
、三
七
〇
、〇
〇
〇
兩

三
、〇
〇
0
、〇
0
〇
兩

關
桃
雜
稅 

三
、〇
〇
0
、〇
o
〇
兩

：

'

,
三
、
雍
I E

時
代
の
財
政
.：

.
,康
熙
の
末
季
に
當
i

、
天
下
久
く
衮
平
の
福
を
享
け
、 

.
國
民
富
庶
な
る
に
ょ
^

^

財
政
漸
く
寬
大
R

流
れ
、
中 

鉋
侵
他
の
弊
又
典
り
、
雍
正
位
に
即
く
や
屢
々
勅
令
を 

下
し

，中
飽
侵
蚀
の
弊
を
杜
絕
す
る
ト
を
以
て
財
政
整
理
，
 

の
，中

堅

も

爲

せ
h

i
論
者
は
乾
隆
初
洋
の
國
庫
盈
餘
は 

雍
芷
時
代
財
政
盤
理
の
結
果
な
&

ビ
謂
べ
6

。

;

雍
疋
元
年
の
歲
入
は
、
約
四
千
餘
萬
雨
に
上
れ
ヶ
，

■

い
隹
 

把
^
.̂
r,
^
^
r»

麵 I

其
細
目
左
の
如
し
。 

。

.

!■
.

,

銀

三

〇
、
ニ
〇
〇
、〇
〇
.〇
兩 

地

つ

米

、®
、麥11、

一

ニ
〇
、〇
〇
〇
石

鹽
課
及
耗
羨
七
、

1
1六い、〇

0

0
兩へ

-

ー關税盈餘

 

ニ
、〇
o

u
、o
〇
o
雨

:

:
四
、
乾

隆

時

代

の

財

政

’：

乾
隆
時
代
：に
入
^

^
財
政
大
に
獲
頓
し
、
歲
入
益
 々

增
加
す
る
，に
至
b
、
民
カ
を
寬
恤
す
る
爲
に
、
田
賦(

地 

粗〕

の
免
徵
數
囘
に
亘
れ
，
b
 

,丈
災
民
0

救
濟
、
河
®
 

の
興
築
城
磐
:0
修
_

、
m
備
：の
搬
張
の
爲
め
に
、.

巨
大 

な
る
紙
費
を
支
出
せ
6.
に
拘
は
ら
ず
:
國
庳
の
S

傲
尙 

每
年
八
西
萬
兩
以
上
に
に
夺
、(

乾
隆
：の
末
年
に
は
、
國 

摩
の
存
銀
七
千
餘
萬
兩
に
達
し
れ
^

^
云
ふ
、

乾
隆
五
十
六
年
度
の
歲
針
は
左
の
如
じ
。

焱
入
銀
四
三
、
五九
〇、

o:
u
〇兩

!:
:

歳出

 

三

：
一
、
七
七

0
、〇
〇
0
兩

り
第
ニ
へ
缺
乏
期
、
嘉
慶
よ
h
同
治
初
年
迄

嘉
慶
の
時
代
に
入
り
、
紅
苗
の
亂
未
だ
平
靜
に
歸
せ 

ざ
る
に
、
敎
B1
1
等
の
亂
乂
起
•
I
:軍
費
膨
脹
し
、
_

用
.：
 

始
め(

に
窮
乏
を
吿
对
れ

K
加
之
河
堤
の
修
築
、
粗
桃 

の
滯
納
、
外
品
殊
に
«

片
碰
に
輸
入
の
爲
め
、
銀
の
海 

外
流
輸
豆
额
^

上
れ
る
等
の
、
關
係
ょ
む
し
て
一
切
の 

經
費
益
々
®

蹶
の
狀
を
呈
す
る
に
.至
れ
り
。

.嘉
慶
十
七
年
度
の
歲
訐
は
左
の
如
し
"

裁

入

:•
四
0
J
l
r〇
、〇
o
〇
兩 

哉
；
出
. 

ni

五
、一

〇
o
、〇
〇
〇
兩

^

:
;

i

マ
：道
光
時
代
の
財
政
.，

■
道
光
の
初
^
當
り
、
B

に
歲
入
減
少
し
、
國
用
不
足
，
 

を
罟
げ
た
る
に
加
ふ
る
に
、
後
年
地
方「

解
款」

(

送
金)

 

及
び
各
項
&

入
の
«?
約
の
多
き
こ
ビ
、
前
代
宋
曾
有
S 

し
、
眾
費
、
河
堤
工
事
費
豆
額
に
上
り
、
鈒
の
海
外

流
出
年
に
三
千
萬
南
を
超
過
し
"
阿
片
戰
役
の
終
^
や
、 

:
又
ニ
千
百
萬
兩
の
償
金
を
强
耍
せ
ら
れ
、
財
政
益
々
窮

'

1
、

嘉
慶
時
代
の
財
政
へ
：y」

へ 

乏
に
陷
る
に
至
れ
り
。

.

. 

：

第

十

六

卷

(

一
〇
〇
九〕

：

雜

錄

中
華
民
國
財
政
の
整
理 

細

七

號

一

ニt



第

十

六

卷

(

一
〇
1
〇〕

’

雜

錄

rt

光
二
十一

一
ギ
; 1

の
歲
計
は
左
の
如
し
。

'

,
a ;(

i
't
k

) 

3
七
、
ー
四
〇
、0
〇
〇
兩
:- 

.蕺

n\
三
|ー、五
〇
〇
、〇
〇
〇
雨

三
、
咸
豐
時
代
及
び
同
治
初
年
の
財
政 

咸
豐
.の
初
年
に
當
り
、
洪
楊
の
革
命
起
り
、
軍
費
益 

々
S

額
に
上
り
、

一

時
の
急
を
救
ふ
爲
め
に
、
簏
金
制 

度
を
.創

^ :

り
、
典
時
又
英
_佛
聯
合
軍
の
.侵
入
ぁ
り
、
償 

金
殆
ん>

y
j

一ー 
千
黹
に
達
し
、
財
政
の
_

雛
は
前
代
未
曾
，
 

有
S

爲
す
に
至
れ
b
o

.

同
治
初
年
に

入
b

.、
洪
楊
の
革
命
未
だ
平
靜
に
復
せ 

ざ
る
に

ょ
-
^、
堪
費
依
然
と
し
て
巨
大
を
篇
し
、
財
政 

困
雛
の
狀
態
前
代
S

大
差
無
し
。

:
此
時
代
の
特
徴
^
し
て
記
す
ベ
き
こ
ビ
は
、

即
ち
外 

債
に
仰
ぐ
の
端
を
啓
き
れ
る1

事
な
ぅ
。

第
三
中
興

*

、
同
治
初
年
ょ
b

中
日
戰
爭
に
至 

る
迄
 

'

:

1
、

同
治
初
年
よ
り
以
後
の
財
政

中

華

民

國

財

政

の

證
 

I
笫
七
號 

一
ニ
ニ 

:
.

'

ン
同
治
初
年
よ
り
以
來
"

洪
楊
の
革
命
鎭
靜
に
歸
し
、
 

“

關
踯
、
阿
片
桃
の
新
設
、
簏
金
收
入
の
增
加
等
に
よ 

^

、歲
入
遽
に
增
加
し
、
總
計
七
千
萬
兩
を
超
過
し
、

一 

一
時
財
政
に
起
り
れ

る

狂
風
暴
雨
は
、
遂
に
平
靜
に
復
す 

る
に
至
れ
办
。

j 

:

■'
:
一
一
、
光
緖
初
年
よ
々
ニ
十
年
に
至
る
迄
の
財
政 

一

：
光
緒
の
初
季
に
及
び
て
、內
亂
外
患
相
繼
ぎ
て
去
り
、
：

:

內
治
の
平
靜
に
復
す
る
に
從
ひ
、
田
«

、
鹽
課
、
常
關
，
 

|

鞔
、：«

#

海
關
稅
’

阿
片
稅
等
の
桃
源
益
々
豐
富
と
な
：
 

り
、
財
政
の
餘
裕
を
見
る
：に
至
れ
り
。

光
緖
七
年
度
の
歳
計
は
左
の
.如
し
。

蕺
入
種
類「

項

:
. 

k

'

i

i

金 

瓶

一

ん

常

':
'
例

.田
陚
常
關
、鹽
課
、雜
赋：

四
ニ
、
N
八
〇
、〇
ニ
八
兩

'
'，

新

：

增徽：

 

金

 

'

同

：
：

海

，
.

關

:.

税

 

,
同

.

阿
片
:桃

.

合
計

，:

ぃ
：

其

後

年

を

逐

ふ

て:v
幾
多
の
新
事
業
を
實
施

し

、
其

1
八
、丑
八
〇
、四
叫
四 

1

四
、九
九
〇
、
ニ
七
六 

五
、〇
〇
〇
"〇
〇
u 

八
〇
、九
六
九
、七
四<

•か
爲
め
に
費
し
た
る
經
t

約
千
五
六
西
萬
乃
至
ニ
千
萬 

雨
に
上
：作
り
ミ
雖
も
、
，特
に
增
稅
を
行
a

?
又
は
外
債 

を
借
入
れ
、
以
て
新
事
業
を
行
ふ
經
费
を
支
辦
せ
る
事 

實
は
認
め
得
ざ
る
の
み
ば
ら
ず
、
■又
會
ケ
國
庫
に
■於
て 

盈
腺
を
生
ず
る
に
茧
れ
り
、
即
ち
光
緖
十
一
年
ょ
り
同 

一ー+

¥

ハ
申
日
^

爭
の
年
栏
至
る
十
年
間
、
其
歲
A

平
：
 

均
八
千
三
西
五
十
萬
餘
兩
，
歲
出
七
千
七
西
五
十
八
萬 

餘
南
、.
約
六
苗
萬
兩
の
剩
餘
を
示
せ
b

”
今
其
收
入
の 

16
要
な
る
も
の
を
擧
示
す
れ
ば
、
左
の
如
し
。

當
時
に
於
け
る

歲
出
な
る

も
の

は
左
の
如
しo

焱
入
種
類
.
项

常
：
' 

例 

同
'

同新

墦

l
l
n
,

.

.

.

.

臨
：

時

:

’ 
：

.： 

同钱
入
合
計

E

賦 
1

 
常
關
稅 

篮
金

海
關
稅
：
| 

淤
捐(

獻
納) 

敏
究(

追
徴) 

節
控(

節
诚〕

光
緖
十
八
、九
兩
年
の
平
均
收
入
：
 

四
三
、四
九
九
、六
0
六
兩 

七
、五
四
1
、
五
八
五 

ニ
、
六
八
三
、八
九
七 

1
四
、七
九
六
、叫
七
1
1
1 

1

七
、，ニ
ニ 

r
〇1

四 

三
、
三
九
1ー、〇
1
三 

ニ
'
i

r
三
〇
九 

ニ
、〇
ー
四
、八

ー

四

：
 

k

H
、
ニ
三
七
、
ニ
三
六

項

：

目 

常：
'例歳
出 新

增

0

{1
\

 

特
別
歲
：出
 

.解
東
衙
.門
經
毁 

蕺
出
合
計
，
.

光
緖
十
八
、九
兩
年
平
均
金
覜 

■:
三
九
、八
六
六
、
!ft
六
七
兩 

ニ
£
、
1
三
〇
，三
九
八 

'

七
、〇
五
九 
>〇
三
八 

.

ニ
、四
八
三
、ニ
六
ニ 

.

七
四
"五
三
九
、
ニ
六
六

以
上
に
由
り
見
れ
ば
、
-中
日
戰
淨
以
前
の
財
政
は
、 

歲
入
の
激
增
ヒ
共
に
、
歲
出
の
膨
脹
を
里
し
た
れ
で
も
、
 

尙
國
庫
に
盈
馀
あ
る
こ
5
は
明
な
り
、
且
つ
當
時
の
外 

債
は
七
項
に
し
て
、
合

訐

六

西

7 \
十
萬
磅
め
リ
し
も
、 

歴
年
償
還
し
、
其
後
中
日
戰
爭
勃
發
す
る
に
及
ぶ
迄
、
' 

其
現
存
負
債
は
僅
に
獨
逸
の
一
一
十
四
萬
磅
に
過
ぎ
ざ
る 

1

方
又
舊
制
の
改
革
未
だ
行
は
れ
ざ
彡
し
爲
め
、
實
際 

に
多
大
の
冗
費
を
支
出
し
れ
る
も
の
な
卜
。

::;
:
:

:第

四

紊

亂

期

、
中
日
戰
爭
ょ
り
、
11
匪

事

變
:,■ 

(

一
九
〇
〇)

R

至
る
迄
七

年

間

，
：

光
緒
ニ
十
年
中
日
戰
爭
勃
發
せ
る
結
果
、
.奠
火
な
る

第

十

六

卷

(

一
〇1

ー>:雜錄中華民國財政の雜理

笫七號
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欵 欵 欽 欵 欺 ：欺欺

越

,'
债

.
0

」

刺
；
a

擔

保
 

ー
0
、九
〇
〇
、〇
〇
0
兩(

独

1)

七
分
海
關
税 

三、

0
〇
0
、0

0〇磅
.

六
分

同 

!
、〇
〇
〇
、〇
〇
〇
磅 

亂

；

.
同

'

!: 

.1

、〇
〇
〇
、〇
0
〇
#

同 

同

.

.

四
〇
o
、〇
〇
〇
、〇
〇
o
法(

註

ニ

)

:四
分
同

 

H

ハ、
〇〇〇、
〇

0
0
磅 

迅.分

同 

1

六、

o

o

o、o

o
〇磅
 

四
分
同 

五四、四五五、
〇〇〇磅

:

•¥
度
 

光
紐
ニ
十
^K

一
 

八
九
四)

同
ニ
十
ー
雄(

ー
八
九
3£)

:

同

• :
、

同
' :

:

同光
緒U

十
二 

¥(1

八
九
六) 

同
ニ
十
四
雄(

一
八
九
八)

合
"
.
•  ̂

 ̂

0 

- ■
 

0 

0 

l

i

l

o

i
 

第
七
號 

ニ
S

戰
費
及
び
償
金
皆
外
偾
に
仰
ぐ
、
光
緖
ニ
十
年
ょ
ぅ
ニ
十
四
年
に
至
る
五
年
間
"
左
の
：如
き
巨
额
な
る
外
債
を
借
り

.

. 

.

. 

- 

.

K
V
,
o

い：ノ
S

、：英
貨
|1
換
銘
す
，れ
ば
一
、六

星

、
〇
〇
〇
磅
？

,.
:

:

人
.

' :

巷

一

，
爽
货
U
換
算
す
れ
ば
S

"
八
ニ
〇
、8

0
磅
な
リ

以
上
は
戰
前
の
外
債
额
に
比
す
れ
ば
實
に
ニ
百
三
十
一

ふ
る
打
擊
甚
大
な
り
き
ァ
之
は
加
ふ
る
に
"
新
政
準

備

，
 

徐
倍
に
.達
せ
り
、
而
丨
て
J1
C」

ゆ
年
償
還
す
べ
き
元
^

^

の
爲
め
^

、;,
經
; #
:)
0

脹
し
、
歲
入
は
A

千
八
百
餘
萬
兩 

額
は
'.
"

合
計1

ー
千
五
|5

十
八
.萬
五
千
兩
に
上
6

當
時
海
に
し
て
歲
出
は
ー
億
以
上
を
超
え
、
.'
:
:不
甩
の
額
は
千
ニ
| 

關

稅

の

收

人

は

、

一
ー
千

1

看
萬
附
裹
に
し
て
、
盡
く
百
餘
萬
兩
に
達
し
，
財
政
の
紊
亂
兹
に
始
れ
り
、
然

P 

之
を
外
®

元
利
の
償
還
：.に
充
用
す
■る
も
、：猶
足
ら
す
、

ヒ
雖
も
,

當
時
は
海
關
税
、
.
阿
片
桃
、
邀
金
等
以
税
源
，
 

.外
偾
の
激
曾
旣
^'

斯
く
の
如
き
を
以
て
、
其
財
政
じ
加
年
々
自
然
增
收
を
現
，は
せ
し
が
爲
、
：尙
ほ
甚
た
窮
乏
す

る
に
^
ら
ざ
り
き
。

.:!

.
;璧

：
大
紊
亂
期
、
園
随
事
變(

「

九
0

〇)

ょ
り
，
.

淸
末
に
至
る
迄
，十
二
年
間
：

：
；
ノ 

光
緖
ニ
十'六
年
團
.
_事
變
起
レ
，た
る
結
粜
、
«
金
六 

千
.

^m

五

十

萬

磅

に

蓮

し

、
#:
年

約

千

八

百

十
 

一
ニ
萬
雨
，
 

0
^

償
す
る
こ
S
 

.外
債
總
額
遂
に

 

一
®

1

千
百
九
十
.
 

五
萬
五
千
磅
に
上
り
、.
#
年
償
還
すV

き
元
利
合
計
は 

三
千I

1

百
六
十
萬
兩
な
り
、
加
ふ
る
に
.銀
價
下
落
に
ょ 

h
-
>
,年
ケ
'金
貨
勘
定
.に
：て
'元

利

を

償

遠

す

る

に
當
b

、 

.奠
太
な
る_

失
を
.受
け
.、
ー

海

關

桃
0
,佥
部
，
釐
金
常
關 

猕
反
が
鹽
稅
の
^

部
#

は
、：
悉
く
外
偾
償
還
資
金
中
A 

投
^

^

れ
れ
b

o

(

t ,

時
中
央
及
び
各
省
：何
れ
も
西
般
の
新
政
の
_

行
に
：
 

努
め
、
政
費
益
々
膨
脹
ず
る
に
至
り
し
が
、
.而
も
收
人 

の
中
堅
为
る
海
關
税
及
び
田
赋
に
於
て
、
俞
者
は
外
« 

の
1

保V」

せ
ら
る
’
.
V結
果
、
0
か
ら
增
率
す
る
自
由
な 

C

後
者
は
祖
制
を
紹
述
ぜ
ん
が
爲
め
双
へ
て
之
を
加
徵 

「

緣
十
六
■卷

2

0

一
 

一a

雜M 

■

中
華
民
國
財
政

せ
ず
、
財
政
愈
々
困
窮
に
陷
り
た
り
。

.

歲
計
遞
加
の
趨
勢
に
至
り
て
は
、
光
.絡
十
八
年
よ
り 

,
a

統

三

年

に

至

る

ニ

十

年

間

、
.
,
歲

入

は

約

八

千

三

百

离 

.
兩
よ
り11

1镱
九
千
七
亩
萬
兩
.に
增
加
す
る
ビ
*
に
歲
出 

)

は
觅
に
膨
脹
し
て
、
約
八
千
萬
兩
よ
り一

一

T

億
三
千
萬
兩
 ヾ

ビ
：爲
彡
、
七
西
_七
十
.
1
,萬

餘

雨

：の

歲

入

超
過
よ
り

？

1
1
1

 
;

千
六
百
餘
萬
兩
の
歲
入
不
足
を
.見
る
に
至
り
"

淸
朝
財
、
 

政
の
瘡
瘐
愈
ケ
®

ぐ
、
遂
R

m

®
沒
落
を
す
ら
招
致
せ
.
 

ん v

 

す
0
:
:
:
ゾ
.
.

.

其
中
央
則
政
と
地
方
財
政ヾ

」

の
關
係
に
至
り
て
は
、 

常
時
主
要
な
る
租
秫
は"

各
®

を
し
て
徵
收
せ
し

め
れ 

1
る
上
、
其
富
裕
な
る
各
.省
を
し
て
、f

解
款」

(

送
金)

な 

:

る
形
式
を
以
て
"
中
央
に
行
政
費
外
僙
及
び
賠
款
の
支 

拂
に
供
す
る
資
金
を
納
入
せ
し
め
、
其
貧
瘠
な
る
各
潘 

は
却
つ
て
中
央
よ
り
之
を
協
濟
す
る
制
度
^

は
れ
れ

K
V
O 
.................
::
:
- 

;
;

■

結

:

.論

1.
:ぃ

マ
盤
.理 

' 

第

七

號

二
rl
s



第
十
六
翁(

1

0

1四〕

雜錄中華挝國財政の整理

.

;

淸
朝
財
政
の
遞
嬗
は
、
大
略
右
の
如
し
、
其
財
政
上
一
を
得
べ
し 

に
■加
へ
し
大
な
る
打
撃
は
、
中
日
戰
爭
せ
圈
匪
事
變
乙 

れ
な
ら
、
興
の
時
代
の
特
徵
を
し
て
擧
ぐ
べ
き
i

は
、

即
ち
.

(

：ー)

歷
代
興
亡
の
跡
に
鑑
み
、
.删
制
を
紹
述
す
る 

爲
め
に
、
增
稅
を
喜
ば
^ :

ら
し
こ
£

、(

ニ)

前
述
の
ニ 

大
，打
擊
を
，受
け
た
る
後
、
尙
新
政
施
行
の
錦
め
、
巨
'额 

の
經
費
を
支
辦
し
た
る
が
.？
而
も
鐵
路
公
僙
以
外
殆
ん
一 

ど
全
く
政
治
借
款
起
ら
す
し
て
、
努
め
て
收
支
適
合
をi 

謀
ぅ
，
耳
つ
外
債
の
償
遺
曾
つ
で
延
斯
す
る
こ
と
な
か|

も

し

こ

s
是

な

办

。

..
,
け

:

:
.
. 

:

•

此
に
由
り
て
之
を
觀
n :
'

ば
、
淸
末
の
財
政
は
窮
迫
に 

-陷

b

•た
b

ビ
雖
も
、
'，未
だ
今
日

の
如
く
紊
亂
狀
態
を
暴 

露
ず
^;

に
は
、
至
ら
ざ
り
し
な
^

^

;

: 

, 

M
 

ぺ
第
二
節
中
華
民
國
財
政
，の
槪
略
'

;

ニ

民

國

成

，立
以
來
0

財
政
の
經
過 

前
淸
，財
政
の
.

®
略
は
、&

に
.擧
示
せ
办
、今
述
ぶ
べ
き：

1

壬
ハ

:
第
一
期
民
國

7C
部C

一
 
九一

11

7
り
裳
世
狐
氏
汊
落
，民
國
五
郎) 

:

:

!:
至る迄五郎間

第

二

期

，袁
盘
落
後
ふ
り
今H

1
1

至
る
迄
六
牟
M

o . 

'

今
次
を
逐
ふ
て
其
の
一
0

S

ぶ
べ
し
0

第
一
期
民
國
元
年
ょ
り
袁
氏
沒
落
に
至
る
迄
五

:

:

s

:

前
淸
宣
統
三
年(

一
九 

一
ニ)

革
命
軍
起
り
、

淸®:
滅 

亡
に
歸
し
、
中
f

®

;i
J
6立
し
た
る
後
.も
、
淸
末
經
费 

:

膨
瞒
の
後
を
承
け
て
：、
加
之
國
內
不
統
一
等
の
赭
果
、
，
 

軍
費
政
喪
及
び
亂
後
維
持
費
愈
々
增
加
す
る
に
加
へ
、 

各
省「

解
款J 

(

送
金)

斷

絕

る

の

み

な

ら

す

，
多
く 

の
®

は
中
央
に
補
助
を
仰
ぎ
此
に
於
て
，袁
氏
は
.種
々
0 

方
策
を
エ
夫
し
て
、
大
小
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离
元
は
、
元
牟
公
愤
1
1切
4
換
へ
た 

.
§1、

.五
牟
氣
愤
妒
九
商
餘
萬
元
は
、
賒
#:
券
I-
切
9
換
へ
.れ
り 民

國
九
年
十
-:
月
迄
の
發
行
額 

:

u
三
六
、七
九
〇
元 

3
、
H
六
七
、六
四
〇 

ニ
：5

ハ
八
0
、
31
七
〇
，

; 

二
六
"六
七
〇
、〇
六
S

_

七
、：八1: 五

*

九1

〇 

1

六

、
七

七

〇

、
五

，
一
五 

ニ
四
、〇
c
〇
、Q
〇
o 

四
五
、〇
〇
〇
、〇
〇
〇 

!

九
、
六
九
ニ
、
三
一
五 

六
〇
，〇
0
〇
、
〇
〇
〇

第

十

六

怨

(
1
〇
1

九〕

雜
，

錄

；中

國
财
政
の
螌
现 

第
七

號

.

.
1
H
ニ

以
上
の
內
、
今
日
迄
旣
に
償
還
し
れ
る
も
の
あ
b

又
へ
債
殘
額
^

,
合
計
す
•れ
ば 
>
.元
金
，約
十
五
萬
八
千
八
百

償
還
を
始
め
し
も
の
あ
り
、
其
现
存
借
款
中
、
，日
本
.に

::
.
:;
:
八
十
五
鸹

一
千
九
：

S

六
十
八
元
に
達
せ
り
。

.

属
す
る
も
の
約」

億
七
千
八
西
餘
» |

元
、
皱
他
各
國
に
，
; -
;:
:

此
時
代
に
於
て
、
，外
偾
濫
俏
仪
外
、
又
一
時
の
困
難 

属
す
る
も
の
約
八
千
餘
萬
元
あ
b

、.
利
息
に
至
V

て
は
ソ
を
濟
ふ
手
段
€

し
て
、
長
短
期
內
國
公
債
及
び
國
庫
瞪 

支
拂
延
期
せ
る
も
の
勝
し
。

:

^

^

:

|

券
を
濫
發
し
、
其
額
も
日
に
1

し
つ
、
あ
り
、
今
長 

今
踩
國
，政
府
の
起
し
れ
る
政
，治
偕
款
の
約
八
千
萬
練
：：|
;沏
公
偾
を
表
示
す
れ
ば
:"

左
の
如
し
。

.
 

の
現
在
負
懷
總
额
气
亂
淸
睹
代
の
約
八
千
釦
破
の
舊

ノ
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1
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華
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魃
理

笫
七
號

1
H
H

T

_

yr

-̂.-yfry.vrv.

;;
.
U'J
?
V
?
?
V1
-J
.- 

...

一... 

-

:■
£
-
. 
a
,-
■• 

,.
l
.
--
?J
.«
;l
.l
.'
i
.
•
;
-;
»
.»

上
表
に
據
.れ
ば
、
.
四

年

半0
間
內
偾
墻
發
概
實
に
一
一 

興
三
千
，
t
lt :

八
十
九
萬
餘
元
に
達
せ
り
。：：.

.我
國
の
W ;

外
偾
は
、
略
ぼ
以
上
，の
如
し
、
;民
國
八
年 

度
：の

豫
; »

に
膝
れ
ば
、
同
年
度
の
內
外
偾
元
本
支
拂
に 

要
す
る
余
額
はI

億
ニ
千
七
西
九
+ :

六

萬

ニ

千

八

西1一
 

十
六
宛
に
し
て
、
即
ち
同
年
總
支
出
額
の
ニ
割
五
分
强 

を
占
め
、
：如
何
.に
我
國
政
府
は
、：：內
外
偾
の
$

荷
^
惱 

ま
さ
れ
、
內
外
偾
の
粜
積
は
、
.如
何
に
我
國
財
政
に
禍 

せ
■る
.か
.
.を

推

知

す

る

に

^
名
ベ
き
な
>

。

.

，

ニ
，
現
時
中
央
政
府
の
歲
計
、
：」

我
國
は
連
年
內
政
分
裂
せ
る
が
爲
め
、
#

年
度
豫
算 

を
編
製
し
、又
實
施
す
る
能
は

.ず

-
民

國一.1

年
度
"

-i
r

度

m 

'段

'
B
. ニ
'
S

1九

1
3
>
: 

•
:

芄
;£
七
、〇
ニ
ニ
、ニ
三
六
元 

同

:

三
' 

¥ 

:
:
:
;
I

三
八
|ニ
、
五
〇
1
、
ー
 

八
八
：
 

.

同—

五

尔

■
'
四
七U

、

八
三
八
、五
八
四 

...

同

八

.

¥ 

四
九
〇
、£
1九
、七
八
六

右
表
を
通
觀
す
る
.に
、
五
'年
度
は
收
支
適
合
.の
好
®

に
在
-
^

，三

年

度
、
五
年
度
及

び

八
年
度
に
於
て
、
豫
算
の
編
製 

を
見
れ
る
も
、
共
に
實
施
す

る

こ

V」

な
か
り
き

、

.且
つ 

:
,
此

等

の

豫

算

に
現

は

れ
れ
る
數
字
は
ゝ
.均
し
く
杜

撰
瞬 

一
：，味

信

ずる
.に
.足

ら

ざ

る

も

の

な

り

、

蓋
し
其
歲
入
は
過 

大
に
觅
積
り
、
歲
出
は
實
際
の
歳
出
^

大

に

懸

.
ぁ
れ 

ば
な
ぅ
、
然
ヶ
ど
雖
も
、
最
近
の
.歲
出
入
の
大
概
を
推 

知
せ
んV」

欲
せ
ば
、
尙
此
等
の
徵
算
表
に
依
ら
ざ
る
可 

j

か

ら

ざ

る

な
り
、
今
茲
に
民
國
ニ
、
.三
、
五
"

八
年
度 

|

の
歲
出
入
總
额
を
左
に
表
一不
し
て
然
る.
後
に
民
®

五

、 

八
兩
年
度
豫
算
の
細
目
ど
擧
げ
"

其
內
容
を
檢
討
せ
ん
、
 

ビ

す
。

入

0
 

出

.

.

'

.

-

六
四
ニ
、
ニ
三
.六
、
八
七
六
:'
:.

三
36
:
1
、
〇
ニ
四
，〇
1ニ
〇

四
七
ニ
、
八
三
八
、
瓦

八

四

■
’
:
: 

:
:
.四
九
2£
、七
六
ニ
>八
；<
六
1

八
爾
年
度
は
蔵
出
超
，過
せ
る
も
、
三
年
度
は
..

.1

i

n

i

'j

約
三
千
爾
元
の
刺
餘
を
現
し
、
.，歷
年
財
'政
の
■狀
浞
を
不 

良

な

^

し̂
謂
ふ
は
不
可
な
る
^
似
た
り
ヒ
雖
も
、
此
歲 

入
豫
算
に
は
、
內
外
偾
に
ょ
る
借
入
金
を
も
編
入
し
あ 

り
。
其
額
左
の
如
し
。

:
1

1

〒

度

.

一

三

三

、三
七

0

、

0

0

〇

元

 

V

 

三

牟

度

. ;
ニ
五

6

<

ニ

、

3
九

八

：

五

ザ

度
 

U

四
、
ニ
九一

、

四
六
八
：

A

.
雄
.
度

五
〇
、〇
o
〇
、〇
o
o

歲

豫

表

借 ， 突 牋 教 同 海 睦 财 內 :外中

央用

: . ハ 機途
款 藤 通 商 W 法 尊 ¥ 政 部 突 關

五

度

.

.

:

六
、
ニ
九
三
、三
三
四
元 

ぃ
四
五
：、
六
<
七
、八
七
九 

ニ
ニ k

、
一

九0
、

六
〇
三
;, 

1

六
七
、三
1
七
、
三
八
〇 

ぐ
八
、：一‘五
|
，五
六
九
：

. 

:
:九
、三
六
五
、七
六
六
，

;五
、〇
ヒ
：八
、
ス
三
六 

ノ

四

、〇
.ー
四
、
ニ
八
六
：

■
'
一
、六
芄
o
、四
三
九
, 

T
、T

三
八
、四
九
ニ

k

ょ
り
見
れ
ば
、
：我
國
の
歲
出
は
常
に
歲
入
を
超
過 

す

る

は
、
掩
ふ
可
炉
ら
ざ
る
事
實
な-2S

、
殊
に
上
述
の 

如
く
'歲
入
を
常
に
過
大
に
見
積
り
、
歲
出
は
實
際
の
歲 

出
£

大
に
懸
隔
ぁ
る
に
於
て
ぁ
ゃ
、
次
に
五
、
八
兩
年 

度
の
豫
算
を
擧
げ
ん
€

す
。
く

:八

.
尔

度
 

v
lJ/
.、I

八
九
、
五
四1

一
元 

’
五
、九
七
at
-、
八
九
‘一
 

四
八
、
一
七
0
、七
ニ
ニ 

四
七
"三
〇
四
、〇
31
茧

: 

ニ
〇
七
、八
三
1
}
>
四
八
0 

九、三七：
五

o

六 

一
〇
、
三
ニ
九
、九
七
六 

.六
、
丑
ニ
〇
、.六
三

五

.
 

.
三
、
ホ
九
^
、
四
，一
七 

>
■>
〇
ニ
九
、〇
五
四 

.
一
、
三
六
八
、七
四
ニ 

一
ニ
七
、九
六
ニ
、
八
ニ
六

,摩

六

港

(
§

1
1
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雑
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中
華
民
圃
财
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の
盤
理

第
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五
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尔
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^
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九

3£
、八
ぼ
七
、
1
1四
八
元
' 

.
七m

、

七
六
三
V四
四
八
：
'

:

九
六
、
i
ハ
七
、〇
ー
〇 

:
四1.1 、

七
四
〇
、
ニ
ー 
九
，
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:
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四
四
、1:

ニ
.八
、五 
ニ 
八 

-

ご

、
〇

九-:
:

七

五

ニ 

:

五
M

o

rif
t
三
一 

三
、
六
ニ
ー
1ー
、0
八
六 

六

八

_!
九
土
、
ニ
<
〇「

:四0
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四
七
八
、七
七
三 

£
七
，ニ
、
八
三
八
、
五
八
四 

H
八
八
、〇
o
九

，'
:
ハ
六
〇 

.
八
四
、八
ニ
八
、九
ニ
四
.

八

年

度

 

九
〇
、
五
.四
，

八
、
七
八
七

1
兀：

パ
九
八
>
八
ー
2£.
、〇
七
ー 

三
九
、
ニ
五1

、

五
ニ
ニ

三
七
、
四
ニ
六
、
六
四
四

::
1「

四

-@
ー、八
'九
〇 

五
‘、
八
七
ニ
、
三
:0
〇 

-
〇
、
五
五
七
、七
七
九 

:
.六
四
、
$
ニ
3
、九

七

四

.

.

7£
〇
、九
四
八
、
ニ
三
-£

四
九
〇
、
四
一
九
、七
八
六 

w

o九
•八
三
八
、〇
〇
ー 

八
〇
.、rL
八
ニ
、七
八
五

:

$

.

|
 (

一
 

〇
ニ
:5
..
;

—

錄
リ
中
華
浪
调
黎
必
麗

 

一
三
西

合
'

'

計

.'

.

四
七
1
:*
-
;八
，1
1
!八、五
八
四

.
N
九
^

七
^

1、

八
八
六
づ

㈧

經

常

 

ニ
九
1
、

八

〇

三

、

四ニ七

1
、
ニ
八
九
、
ニ
〇
五 

臨

時

 

l
l
A
l
、〇
三
近
、
ニ 

P
: 

ニ
ニ
四
、四
七
三
、
六
八
、

1 

備

政

(•
!
)我
.阈
の
像
緙
縝
製
は
、
，
清

.宋
笼
統
一

11

部
度
慄
赏
を
以
て
嚆
矢
ミ
爲
す
、此
難
'#
-'^
同
#
の
秋
、苹
命
起
リ
れ
る
が
故
|:
、
货
行
I-
付
す 

':
る
と
と
セ
か
り
令
け
民
阈
時
代
の
詻
豫
篇
1;
於
て
>

#
稍
詳
細
な
る
も
の
，
は
、
五

♦
度
？T

び
八
华
度
のM
豫
算
乜
り
。

ぺ
：

(2
)

中
央
各
機
關
随
免
(1

、
：
五
砵
度
敗
算
^
.
1於
て
は
ク
|
.財
政
經
毁」

|̂

編
；入̂
ら
れ
、「

借
飲J

も
泖
財
政
臨
時
赀
中
-し
編
入
乜
，ら
る
， 

:
■

故
！_1五
¥

|

算
中|-
11

，1
中
央
洛
遞
關.1及
が「

借
软」

兩
項
の
項,^
無
し0
、

II
P

I

|

1
|

1
P

t

I

:

備

玫

齊

國

の

錄

出

人

は
*

大
阈.
の

割

合

：
|:
少

額

な

り

と

謂

ふ

ベ

.
以
上
の1

1

表
を
通
觀
す
る
に
？
歲
出
に
於
て
、
吾
人 

の
蚀
意
を
惹
起
す
る
は
、
陸
跟
費
及
<び
借
款
支
出
借
款
.
 

の
元
利
支
拂
ひ
に
：要

す

る
支
出

)

過
大
な
る
摩
是
な
り
、 

即
ち
總
歲
出
四
九
五
、七
六 
一：
S

A
八
六
元
中
、
陸
軍
費 

は
1

1

0七

、
八
三
一
一
、
四

八

〇
元

、
借

款

支

出

は

一

一
一
七
、

 

九
六
ニ
、
八

H

六
元
の
疆
を
箅
し
、
：

(

皆
民
卿
八
年
度 

«

»

に
據
る)

其
歲
# 4
«
^

に
對
す
る
割
合
は
、
陸
苹 

鎪
四
割
.强
，
借
款
支
出
ニ
.割
$

分
强
.に
當
>

、
|
其
& 

な
る
實
に
驚
く
べ
き
:^

の
な
A

O
 

,

.

^

入
め
方
に
於
!:

、
3£

年

度
に

於

け

；る

總

歲

入

の

四

； 

*

七

平

：

1.1

百
.八

十

三
萬
八̂
五
苜
八
十
四
元.は

、
總
歲
へ 

;t
e

.

v洞
額
：に
し
て

y

^

年
度
總
歲
入
の
：四

九

〇，一

一.「 

九
、
七
八
六
元
は
四
九
$

、七
六
1
1、
八
八
六
の
總
歲
出
：
 

ビ
其
差
鈕
大
な
&

ざ
る
も
.、
：元

來

偕

款

收

入

は

、
.歲
入 

に
計
上
，，せ
ら
れ
、
實

際

0

支
出
額
は
杜
撰
旦
つ
不
：5 £
確： 

•な
る
.：豫
算
數
字
.を

艇

過

し

、
：
加
，ふ
.る
.に
：、
近
年
中
央
れ し

、
呲は
各
省
の
嚕
討
多
く

_

立
せ
：名
結
果
な
获0
 

. 

:

属

す

べ§

- «

入

は

、
各
省
に
，差

押

へ

ら

れ

、

.收
入
中
® 

も
巨
額
な
.石
又
確
賞
な
る
關
.税
鹽
稅
は
、
旣
に
外
債
の 

,擔
保
に
充

て

、
政
府
之
を
自
曲
に
抱

注
す
る

こ
^

能
は 

I

:'

ず
、
此
れ
財
政
の
潰
亂
を
極
め
、
收
拾
す
る
に
容
易
な 

ら
ざ
る
斯
以
な
ヶ
、今
兹
に
a

出
歳
'入
各
項
に
就

き

て
、
 

一
々
之
を
指
摘
し
？
以
て
財
政
の
實
況
を
«

求
せ
ん
^

,1  

'
 

.
,
.
.
. 

.

.

.

.

:
:
;

吾
國
の
.支
出
は
.
大
別
し
て
內
外
債
償
還
費

、政
費

、

及
び
軍
^

の
三
項
皮
爲
す
て
ど
を
得
•
內
外
偾
の
元
趴

:

は
民
國
八
哔
度
の
豫
箅
に
據
れ
ば
、
!#

年
約
5

ニ
、

I
:'

三
千
萬
元
を
償
還
す
ベ
し

、
然
&

而
し
て
3 |
*

保
の
«

:
實
な
る
も
の
は
、
每
年
其
擔
保
の：

財
源
中
ょ
ら
、
直
接

之
.を

償
還
せ
る
も
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